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宿題１３ 
問 1 普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によ

れば、正しいものはどれか(平成 15年・問６)。 

 

１. 普通抵当権でも、根抵当権でも、設定契約を締結するためには、被担保債権を特定すること

が必要である。 

２. 普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を

被担保債権とすることができる。 

３. 普通抵当権でも、根抵当権でも、被担保債権を譲り受けた者は、担保となっている普通抵当権

又は根抵当権を被担保債権とともに取得する。 

４. 普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金については、最後の２年分を超えない利息の範

囲内で担保される。 

 

 

 

 

問 2 Ａは、自己所有の甲不動産につき、Ｂ信用金庫に対し、極度額を３,０００万円、被担保債権

の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第１順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。

なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の

規定及び判例によれば、正しいものはどれか(平成 19年・問８)。 

 

１. 元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者がいる場合は、そ

の者の承諾を得なければならない。 

２. 元本の確定前に、Ｂ信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者

は、確定日付のある証書でＡに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当

権を行使できる。 

３. Ｂ信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の２年分の約定金

利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる。 

４. Ａが友人ＣのためにＢ信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、Ｂ信用

金庫のＡに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担

保される。 
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問 3 民法第３７９条は、「抵当不動産の第三取得者は、第３８３条の定めるところにより、抵当権

消滅請求をすることができる」 と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれ

ば、正しいものはどれか(平成 21年・問６)。 

 

１. 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者

になれば、抵当権消滅請求をすることができる。 

２. 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生し

た後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。 

３. 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第３８

３条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要は

ない。 

４. 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第３８３条所定の書面の送付を

受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後２か月以内に、承諾できない旨を確定日付のあ

る書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づく抵当権消滅の効果は生じない。 

 

  

問 4 Ａは、Ｂに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を

有するＢ所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Ｂはこの土

地上に乙建物を築造し、自己所有とした。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述の

うち正しいものはどれか(H14出題)。 

 

１. Ａは、Ｂに対し、乙建物の築造行為は、甲土地に対するＡの抵当権を侵害する行為であるとし

て、乙建物の収去を求めることができる。 

２. Ｂが、甲土地及び乙建物の双方につき、Ｃのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後

(甲土地についてはＡの後順位)、Ａの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が

成立する。 

３. Ｂが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Ｄのために抵当権を設定して、その旨の登記をし

た場合(甲土地についてはＡの後順位)、Ａの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Ｄ

の抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。 

４. Ａは、乙建物に抵当権を設定していなくても、甲土地とともに乙建物を競売することができるが、

優先弁済権は甲土地の代金についてのみ行使できる。 

 


